
工事名 令和４年度　湯多里山の神木橋床張替工事

工事場所

工事概要 施 工 方 法 請　　　　　負

安曇野市　湯多里山の神

　　　幅3.2ｍ　長さ9.7ｍの木橋の床を桧にて張替をし、

　　　塗装にて仕上げる

施 工 期 間
契約日から

令和４年７月4日

担 当 課 観光課　観光施設担当

工事担当課 財産管理課　施設経営担当

　・歩行者用木橋床板の老朽化による床板張替工事

金抜設計書
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工事設計用紙

名　　　　称 単位 数　　量 単　　価 金　　　額

　内　訳　書

Ａ　共通仮設費 式 1

Ｂ　直接工事費 式 1

（純工事費）計

現場管理費 式 1

一般管理費等 式 1

 

　　　計

工事価額計

消費税相当額 式 1

設計工事費合計

3

工事設計用紙

名　　　　称 単位 数　　量 単　　価 金　　　額

Ａ 共通仮設費

準　備　費

工 事 施 設 費

環 境 安 全 費

動力用水光熱費 式 1

整理清掃費

機 械 器 具 費

そ　の　他

　　　小　計

4

摘　　　　　　　要 備　　　考

摘　　　　　　　要 備　　　考



工事設計用紙

名　　　　称 単位 数　　量 単　　価 金　　　額

Ｂ 床張替工事

1.直接仮設工事 式 1

2.床張替工事 式 1

計

5

工事設計用紙

名　　　　称 単位 数　　量 単　　価 金　　　額

1・直接仮設工事

鉄骨吊足場 橋下部 ㎡ 50.0

安全ネット 吊足場下 ㎡ 50.0

手摺 単管 ｍ 56.0

階段 ヶ所 1

シート張り 横面　損料共 ㎡ 52.0

片付・清掃費 式 1.0

　

1－計

6

摘　　　　　　　要 備　　　考

摘　　　　　　　要 備　　　考



工事設計用紙

名　　　　称 単位 数　　量 単　　価 金　　　額

２・床張替工事

既存床撤去 押え木材共 ㎡ 31.1

スタッドボルト取替 １６φＬ＝210，撤去，取付溶接共 ヶ所 34

床板 105*105　桧ＫＤ 特一等 本 97

床押え 120*120　桧ＫＤ 特一等 本 6

取付手間 加工共 式 1

釘・金物・雑材料 式 1

現場搬入費 4ｔトラック 式 1

既存鉄骨錆止塗装 木材接触面タッチアップ ㎡ 5.8

木材保護塗装 ノンロット（三井化学）同等品　２回塗り ㎡ 176.3

撤去材　運搬費 ㎥ 3.4  

処分費 ㎥ 3.4

2－計

7

摘　　　　　　　要 備　　　考
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現 場 説 明 書 
 

安曇野市総務部 財産管理課 施設経営担当 

 

１ 工事名称  令和４年度 湯多里山の神木橋床張替工事 

 

２ 工事場所  安曇野市 湯多里山の神 

 

３ 工事概要 歩行者用木橋床板の老朽化による床板張替工事を実施する。 

       幅 3.2ｍ 長さ 9.7ｍの木橋の床を桧にて張替をし、塗装にて仕上げる。 

 

４ 一般事項について 

(1) 現場説明会 

本件の内容は、現場、入札心得、入札公告、特記仕様書、設計図書、安曇野市建築工

事の手引等関連する仕様書類、長野県建設工事標準請負契約約款に基づき市が定める契

約書（案）及び現場説明書（以下「設計図書等」という。」）によるものとし、現場説明

会は実施しない。 

 

(2) 設計図書等に対する質問及び回答について 

設計図書等に関する問い合わせは、「入札公告」記載のとおりとし、入札執行が完了す

るまでの間、本件に関しての面談又は電話（ただし、指定の問い合わせ先は除く。）等は

一切認めない。 

 

(3) 工事費内訳書の提出 

入札時の工事費内訳書提出については「入札公告」による。 

 

(4) 工事費内訳書記載数量は参考数量とする。 

 

４ 本工事における特記事項 

 

(1) 工程は、施設管理者と十分な協議を行い、運営になるべく影響が少なくなるよう調整す

ること。また施工期間及び作業時間は施設管理者との協議により調整を行い施工するこ

と。 

 

(2) 施設を運営しながらの工事の為、施設使用者への安全に配慮すること。 

 

(3) 夜間、早朝及び休日での施工を実施する場合は施設管理者と打ち合わせを行い、工事監

理者・監督員および施設管理者の承諾を得たのちに施工すること。 

 

(4)  地域への工事説明、工事案内や、立会等が必要な場合は協力すること。 

 

(5)  周辺住民の安全に十分注意すること。また、工事周知看板等の設置をおこなうこと。 
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(6)  工事中のコロナ感染症対策を十分講じること。 

 

(7)  対象木橋梁直下に施設に供給する温泉管、ガス管、上水管があるため十分注意し施工

すること。 

 

  

５ その他 

(1)  火災保険等への加入について 

火災保険等加入期間については、請負契約後から契約工期末日後 14 日までとする。 

 

(2)  高度技術・創意工夫・社会性に関する実施状況の提出について 

請負者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、

又は、地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、施工に先立ち

所定の様式により提出することができる。 

高度技術・創意工夫・社会性等の具体的内容がある場合は、下記の「別添様式」及

び、「説明資料」を提出すること。なお、用紙サイズはＡ４版とする。 



Ⅰ 工事概要

２．敷地面積（㎡）

３．工事種目

建　物　別 種　別 構　造 階　数 梁間(ｍ) 桁行(ｍ) 建築面積(㎡) 延面積(㎡)

　　　仕様書を適用する。

　（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれの標準

２．特記仕様

　（１）項目は、番号に　 印の付いたものを適用する。

　（２）特記事項は、・印の付いたものを適用する。

　　　　・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

　　　　・印と※印の付いた場合は、共に適用する。

1. 適用基準等

章 項　　目 特　　記　　事　　項

年月日

　　・ 　 ・　　

図面番号図面総枚数

　（３）特記事項に記載の ( . . )内の表示番号は、改修標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　（４）特記事項に記載の [ . . ]内の表示記号は、標仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。

※図示　　　　・設計GL =現状G L

[1 . 5 .9 ]

測定物質

測定個所(室)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　　　　個所

　　※試料採取に当たっては、監督員又は監督員が指定する者が立ち会いの下に行う。

化学物質の室内汚染濃度指針値

ﾎﾙﾑ ｱ ﾙﾃ ﾞﾋ ﾄﾞ

0. 08 p p m 0. 07 p p m

ﾄﾙ ｴﾝ ｷｼ ﾚﾝ

0. 20 pp m

ｴﾁ ﾙﾍ ﾞﾝ ｾﾞ ﾝ

0 . 88 pp m

ﾊ ﾟ ﾗｼ ﾞｸ ﾛ ﾛ ﾍﾞ ﾝｾ ﾞﾝ

0. 04 pp m

ｽﾁ ﾚﾝ

0. 05 pp m

備　考

測定方法　　　※ﾊﾟｯｼ ﾌﾞ法（拡散法）　　　・ｱｸﾃ ｨ ﾌﾞ法（吸引法）

　　　　　　　　検査機関

　　　　　　　　※環境計量証明事業の知事登録がある者で、監督員が承諾した者

※作成する

　　　　　　　　・マイクロフィルム（ｱﾊﾟｯ ﾁｬ ｰｶ ｰ ﾄ ﾞ付）

　　作成方法　　※原図　　用紙　　（※ﾄﾚ ｰｼ ﾝｸ ﾞ ﾍ ﾟｰ ﾊﾟ ｰ A 1　　・　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　作図方法（※CA Dで作成し出力　　・　　　　　 　 　　）　

(1 .8 . 1～1. 8 . 3) (表1. 8 .1 )

　※完成図（※設計図書で示したもの全て　　　・標仕表1. 7. 1による　　・監督員の指示による）

　　　　　　　　※CA Dデータ（※CD- R（2部)　　・　　　　　）

　　　　　　　　※製本（原図の青焼き、見開きA1版（1部））

　※保全に関する資料（2部）

下記のものを監督職員に提出する。原版は撮影業者の保管とする。

撮　影　箇　所　数分　類・規　格 写真のサイズ（㎜）部　数

・ カラースライド

・ パネル（木製枠）

※ カラー写真 外部（　　）内部（　　）

外部（　　）内部（　　）

外部（　　）内部（　　）

※ ｷｬﾋ ﾞﾈ版 ・ｻｰﾋ ﾞ ｽ版

※ 半切　　・ 全紙※2　　・　

外部（　　）内部（　　）

※1　　・　 　24×36以上

※2　　・　

※2　　・　

※ 電子データ ※428万画素以上

※350d pi以上

電子データは、ﾌｨﾙ ﾑ ｽｷ ｬﾝのうえRGB各8 ﾋﾞ ｯ ﾄ（ﾌﾙ ｶﾗ ｰ）、JPE G形式最高画質（1 00 %画質）とし、

CD- Rにて提出とする。

撮影業者　　　※ 建築完成写真撮影の実績のある業者で監督職員の承諾する撮影業者

　(2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること

　(1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること

　(3)安定的な供給が可能であること

　(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること

　(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　(6)販売、保守等の営業体制が整えられていること

　これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料又は外

部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督

職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

　本工事に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び品質を有するものとし、JIS及び

JASマークの表示のない材料及び製造者等は、次の(1)～(6 )の事項を満たすものとする。

　なお、(社)公共建築協会で発行する「建築材料・設備材料等品質性能評価事業建築材料等評価名簿（最

新版）」に指定された材料については上記(1 )～(6 )に該当するものとする。

　また、備考欄に商品名が記載された材料については、当該商品同等の性能を有するものとし、監督職員

の承諾を受けた材料とする。

第　三　種

　①JI S及びJ ASの F☆☆☆規格品

　③旧JISのE o規格品

　③下記表示のあるJA S規格品

　ａ．非ﾎﾙ ﾑｱ ﾙﾃ ﾞ ﾋ ﾄﾞ系接着剤使用

　ｂ．接着剤等不使用

　①JI S及びJ ASの F☆☆☆☆規格品

規　制　対　象　外

建築材料等

　本工事の建物内部に使用する建築材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、

次の(1 )から( 5)を満たすものとする。

　(5)上記(1)、(3 )及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、

　④旧JASのF co規格品

　(1)合板、木質系ﾌﾛｰ ﾘﾝ ｸ ﾞ、構造用ﾊﾟ ﾈﾙ、集成材、単板積層材、MDF、ﾊ ﾟｰ ﾃｨ ｸﾙ ﾎﾞ ｰ ﾄ ﾞ、その他の木質建材、

　(2)保温材、緩衝材、断熱材はﾎﾙﾑ ｱﾙ ﾃﾞ ﾋ ﾄ ﾞ及びｽﾁﾚ ﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　　ﾕ ﾘｱ樹脂板、仕上げ塗材及び壁紙はﾎﾙﾑｱ ﾙﾃ ﾞﾋ ﾄ ﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(3)接着剤はﾌ ﾀﾙ酸ｼﾞ -n - ﾌ ﾞﾁ ﾙ及びﾌﾀﾙ酸ｼﾞ -2 -ｴ ﾁﾙ ﾍ ｷ ｼﾙを含有しない難揮発性の可塑剤を使用し、ﾎﾙﾑｱ ﾙﾃ ﾞﾋ

　　ﾄ ﾞ、ﾄﾙｴ ﾝ、ｷｼ ﾚ ﾝ、ｴﾁ ﾙ ﾍﾞ ﾝｾ ﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　(4)塗料はﾎ ﾙﾑ ｱﾙ ﾃ ﾞ ﾋﾄ ﾞ、ﾄﾙｴ ﾝ、ｷｼ ﾚ ﾝ、ｴﾁ ﾙ ﾍﾞ ﾝｾ ﾞﾝを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　　 ﾎ ﾙﾑ ｱ ﾙ ﾃﾞ ﾋﾄ ﾞを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。

　なお、ﾎﾙﾑｱ ﾙﾃ ﾞﾋ ﾄ ﾞを放散させないものとは放散量が規制対象外のものを、ﾎﾙ ﾑｱ ﾙ ﾃ ﾞﾋ ﾄﾞの放散が極めて少

ないものとは放散量が第三種のものをいい、原則として規制対象外のものを使用するものとするが、該当

する材料等がない場合は、第三種のものを使用するものとする。

　②建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品

　ｃ．非ﾎﾙ ﾑｱ ﾙﾃ ﾞ ﾋ ﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙ ﾑｱ ﾙﾃ ﾞ ﾋ ﾄﾞを放散させない材料使用

　ｄ．ﾎﾙﾑｱ ﾙﾃ ﾞﾋ ﾄ ﾞを放散させない塗料等使用

　ｅ．非ﾎﾙ ﾑｱ ﾙﾃ ﾞ ﾋ ﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙ ﾑｱ ﾙﾃ ﾞ ﾋ ﾄﾞを放散させない塗料使用

　ｆ．非ﾎﾙ ﾑｱ ﾙﾃ ﾞ ﾋ ﾄﾞ系接着剤及びﾎﾙ ﾑｱ ﾙﾃ ﾞ ﾋ ﾄﾞを放散させない塗料等使用

　②建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品

1. 足場その他

　防護シートによる養生　※行わない　・行う

(2. 2 .1 )内部足場　　種別　　※脚立、足場板等　・　　

材料、撤去材料等の運搬　　・A種　※B種　・C種　・D種　・E種

2. 養生 既存部分の養生　　※ビニルシート等　・ (2.3. 1)

3.仮設間仕切

種　別 下　地 充てん材 塗　装仕上材（厚さ　mm）

(2 .3.2 )(表 2.3.1 )

・Ａ種

・Ｂ種

※Ｃ種

仮設扉

※軽量鉄骨

・木下地　

　単管下地

※木製扉　

・合板（※9.0　・　　　　）

※せっこうボード（※9.5　・　　　　）

防炎シート

厚さ　　mm

※無し

・片面

※無し

・有り・鋼製扉　

※合板張り程度

(2.2 .1 )(表2. 2. 1 )

( 2 .2 .1 )(表2. 2. 1 )

外部足場　　種別 　※A種(手すり先行工法)　・B種　・C種　・D種

既存家具等の養生　※ビニルシート等　　　　・　

固定家具等の移動　 ※行わない　　　　・行う（図示）

※片面フラッシュ程度

4. 監督職員事務所 ※ 設ける　　・設けない (2 .4 . 1 )(表2. 4. 2)

5. 工事用水 構内既存の施設　　・ 利用できる（※ 有償　・無償）　　　※ 利用できない

6. 工事用電力 構内既存の施設　　・ 利用できる（※ 有償　・無償）　　　※ 利用できない

規　模　 　 ※10㎡程度　　・20㎡程度　　・（　　　　　　）
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建築基準法に基づく風圧区分等を必要とする場合は次による

　※風速（Vo＝　　　　　）

　※地表面粗度区分（　・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ）

　※積雪区分　建告示第145 5号　別表（　　）

※適用する　　　　・適用しない (1 .3 . 3 )

　また、収集･運搬･中間処理･最終処分等の処理について予め監督職員と協議すること。

　・引渡しを要するもの

　・再生資源の利用を図るもの

※別紙解体工事仕様書による　　・構外搬出適正処理 (1 .3 . 8 )

・ (1 .3 . 5 )

改修標仕及び標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。

[1 .2 . 2 ]

※ 適用する（一級技能士を採用している現場である旨の表示をすること。）

・適用しない

適用工事種別

　防水改修工事

(1 .6 . 2 )

技能検定作業

調査範囲及び調査方法　　　※図示

既存部分の破壊を行った場合の補修方法　　※図示　　　・　

(1 .5 . 2 )

(1 .5 . 3 )

　・ｱｽ ﾌｧ ﾙﾄ防水工事作業　　・ｳﾚ ﾀﾝ系塗膜防水工事作業

　・ｱｸ ﾘﾙ ｺﾞ ﾑ系塗膜防水工事作業　　・合成ｺﾞﾑ系ｼｰ ﾄ防水工事作業

　・塩化ﾋﾞﾆ ﾙ系ｼｰ ﾄ防水工事作業　　・ｾ ﾒﾝ ﾄ系防水工事作業

　外壁改修工事 　・左官　　・ﾀｲ ﾙ張り　　・塗装（建築塗装作業）　　・樹脂接着剤注入作業

　建具改修工事

　内装改修工事

　・ｼｰ ﾘﾝ ｸﾞ防水工事作業　　・改質ｱｽﾌｧ ﾙﾄ ｼ ｰ ﾄﾄ ｰﾁ工法防水工事作業

　・FR P防水工事作業　　 　・左官　 　・建築板金（内外装板金作業）

　・建具製作　　・ｻｯ ｼ施工　　・ｶﾞﾗ ｽ施工　　・自動ﾄ ﾞｱ施工

　・ﾌﾟ ﾗｽ ﾁｯ ｸ系床仕上げ工事作業　　・ｶ ｰﾍ ﾟ ｯ ﾄ系床仕上げ工事作業

　・ﾎﾞ ｰﾄ ﾞ仕上げ工事作業　　・内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）

　・表装（壁装作業）　　・建築大工　　・ﾀｲ ﾙ張り　　・左官

　・塗装（建築塗装作業）　塗装改修工事

　・鉄筋施工（鉄筋組立作業）　　・型枠施工　　・とび

　・造園

　石工事

　植栽工事

　耐震改修工事

　ｺﾝｸ ﾘ ｰﾄ ﾌﾞ ﾛ ｯ ｸ･ AL Cﾊ ﾟ ﾈ ﾙ

　･押出成形ｾﾒﾝ ﾄ板工事

　・ﾌﾞ ﾛｯ ｸ建築

　・ｴｰ ｴﾙ ｼｰ ﾊ ﾟ ﾈﾙ施工

　・石材施工（石張り作業）

Ⅱ 建築工事仕様

１．共通仕様

　（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工

　　　る。

　（５）特記事項に記載の < . . >内の表示記号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　図面名称　改修特記仕様書（１）

2 .品質計画

3.電気保安技術者

4.施工条件明示項目

5. 発生材の処理等

6. 特別な材料の工法

7. 施工数量調査

8. 技 能 士

9.設備工事との取合い

10.設計GL

11 .化学物質の濃度測定

12 .完成図等

13 . 完成写真

14 .建築材料等

15 .化学物質を発散する

・建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事編） 　 建設省建設経済局建設業課･住宅局建築指導課監修

・長野県建設リサイクル推進指針

　※ﾎﾙﾑ ｱ ﾙﾃ ﾞﾋ ﾄﾞ　　※ﾄﾙｴ ﾝ　　※ｷｼ ﾚﾝ　　※ｴﾁﾙ ﾍ ﾞﾝ ｾﾞ ﾝ　　※ﾊﾟﾗ ｼﾞ ｸﾛ ﾛﾍ ﾞ ﾝ ｾﾞ ﾝ　　※ｽ ﾁﾚ ﾝ

・安曇野市建築工事の手引　　　　　　　　　　　　安曇野市企画財政部監修

2-参-44

・建築工事標準詳細図 　　 　　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成22年版）

・工事写真の撮り方（改訂第3版）建築編　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

　　　ない事項は、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成25年版」（以

　　　下「標仕」という。）、及び ｢建築物解体工事共通仕様書・同解説　平成24年版｣（以下、｢解体共仕｣）によ

・敷地調査共通仕様書　　　 　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成23年版）

・建築構造設計基準　　　　　　　　　　　 　　　 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成22年版）

・公共建築木造工事標準仕様書　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房営繕部監修（平成25年版）

・建築物解体工事共通仕様書・同解説　　　　　　　国土交通省大臣官房営繕部監修（平成24年版）

安曇野市財政部財産管理課

令和３年度 湯多里山ノ神木橋　床張替工事仕様書

１．工事場所 安曇野市　豊科　田沢　　湯多里山ノ神

　　　事標準仕様書（建築工事編）平成 31年版」（以下「改修標仕」という。）により、改修標仕に記載されてい

・公共建築改修工事標準仕様書　　　　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（平成31年版）

(2)夜間、早朝等の稼動を避けること。ただし、監督職員の承諾を受けた場合はこの限りでない。なお、

　 運搬ルートの選定に当たっては影響の少ないルートを選定すること。

改善について

地域住民とのコミュニケーション

地域住民への情報提供

工事現場のイメージアップ

住民に対する災害防止関係

・現場出入口周辺への誘導員の配備　　・　

・現場見学会の開催　　・　

・完成予想図の設置　　・情報掲示板の設置　　・パンフレットの作成　　

・仮囲い周辺の美化　　　・　

　　　取扱いについて

(1)解体工事を伴う場合は、別添の解体工事仕様書によること。

(2)廃棄物の処理に当たっては、請負者が自ら処理（分別、保管、収集、運搬及び処分の一連の行為）する

　 ときは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、適正に

　 行うこと。
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(3 )廃棄物の処理の全部又は一部を委託する場合は、廃棄物処理法に基づく処理を業として許可を取得して

　 いる者に委託すること。また、施行前に産業廃棄物処理委託契約書の写し、産業廃棄物処理業の許可証

　 の写し、許可運搬車両一覧並びに処分地の案内図を監督員に提出すること。

(4)しゅん工したときは、積込み状況の写真、処分状況の写真、ﾏﾆﾌ ｪｽ ﾄA票、B2票、D票並びにE票の写しを

　監督員に提出すること。

　 （ B2票及びD票はﾏ ﾆﾌ ｪｽ ﾄ交付90日（特別管理産業廃棄物は6 0日）、E票は18 0日以内に提出するものとし、

1.保険等 (1)本建築引渡しまで請負者は工事目的物、工事材料等について火災保険を掛けなければならない。

そ
　
の
　
他

3 .再生資源利用促進

　　計画書等について 着手前に「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を提出し、監督員の承諾を受けること。

　また、しゅん工後に「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を提出すること。

　対象工事：リサイクル法に規定する一定規模以上の工事又は工事規模が１千万円以上の工事

4.ＩＳＯ 1 40 01関係

(3)汚水、汚濁、土砂の流失防止に努めること。また、表土復元等環境の回復に努めること。

(4)地盤改良によって、周辺への水質、土壌など地下水に影響を与えるおそれがある場合は監督職員と協議

を行うこと。

「参考資料」： 平成1 2年３月2 4日付、建設省技調発第49号、同営建発第10号（改正平成13年4月20日）

　　　　　　　　「セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び改良土の再利用に関する

　　　　　　　　　当面の措置について」

(1)現場で使用する機械は、低騒音、低振動、低排ガス型施工機械とすること。

　「再生資源の利用の促進に関する法律」(以下「リサイクル法」という。)に基づき、請負者は、工事の

(5)熱帯材合板型枠は、極力使用しないこと。

5.過積載の禁止

飛散の恐れがあるものについては、飛散しないような処置を行い運搬すること。

　資機材の運搬にあたっては、運搬車両の最大積載量を把握し過積載を行わないよう計画すること。また、

(1)暴力団関係者から工事妨害による被害を受けた場合は、被害届を速やかに警察に提出すること。

(2) 工事期間中請負者の責任において労災保険に加入し、その負担は請負者とする。

2.その他

　 ① 工事受注時　　　　　契約締結後１０日以内

　 ② 登録内容の変更時　　変更契約締結後１０日以内

(2)　工事請負額が５００万円以上の工事については、工事実績情報（工事カルテ）の登録をすること。

　 　なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。

　　（ただし工事請負代金額５００万円以上２，５００万円未満の工事については、受注時・訂正時のみ

　　　登録するものとする。）

　 (JA CI C)に登録の手続きを行うとともに、登録されたことを証明する資料を監督職員に提出する。

　 ③ 工事完成時　　　　　工事完成後１０日以内

1.工事現場の環境

2.産業廃棄物の

　　工期内に提出できない場合は、監督員と協議すること。)

　（　連絡先：（財）日本建設情報総合センター　℡03- 3 50 5- 29 7 3　）

　 公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。

※施工体制台帳に記載すべき内容

　・建設業法施行規則　第１４条の２第１項に掲げる事項

　・安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名

　監督職員に写しを提出すること。

　　 また、工事現場における施工の分担関係を明示した「施工体系図」を作成し、これを工事関係者及び

(3)下請負契約締結後、速やかに下請人通知書を提出すること。

(4)現場施行体制において、請負者は施工体制台帳を作成し、工事期間中工事現場に備え付けるとともに、

　登録する場合は、あらかじめ監督職員の確認を受け、次に示す期間内に(財)日本建設情報総合センター

　・交通整理員、ガードマン

　・産業廃棄物処理業者

　・ダンプ運転（１人親方のダンプ運転手）

　・１日で完了する請負契約、小額な作業・雑工・労務のみ単価契約の請負契約

(5)下記業種等については、建設工事に関連性をもち、元請負人の指揮、調整のもと行われるものであるた

　め施工体制台帳、施工体系図、契約書及び下請負人通知書等整備すること。また、下記業種同等と考え

　られるものについても、同様に整備すること。

　・クレーン作業、コンクリートポンプ打設等日々の単価契約で行っているもの

　・クレーン等の重機オペレーターを機械と一緒にリース会社から借上げる場合

　・他の会社から応援者を借上げ、請負契約を締結した場合（臨時雇用関係である場合を除く）

　 これに協力すること。

　場合においては、これに協力すること。

(6)本工事について、公共工事労務費調査、資材調査、建設副産物実態調査等の調査依頼を受けた場合は、

(7)施行途中において、検査担当職員及び発注機関の長が指定する職員による、抜打ち検査を実施する

3.合成樹脂調合ﾍﾟｲ ﾝ ﾄ塗り 新規鉄面の塗りの種別　　　・Ａ種　　　※Ｂ種 (7 .4 . 4 )(表7. 4. 2)

4. ﾌ ﾀ ﾙ酸樹脂ｴ ﾅﾒ ﾙ塗り 新規木部の塗りの種別　　　・Ａ種　　　※Ｂ種

新規鉄面、亜鉛めっき面の塗りの種別　　　・Ａ種　　　※Ｂ種

(7 .5 . 2 )(表7. 5. 1)

(7 .5 . 3 )(表7. 5. 2)

(7 .8 .2～7. 8. 4 ) (表7 .8 . 1～表7.8. 3)

　鉄面

　亜鉛めっき面

　コンクリート及び押出成形セメント板面

※Ａ種　　・Ｂ種

※Ａ種　　・Ｂ種

※Ａ種　　・Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

塗り替えの種別新規塗りの種別下地の種類 備　　考

6.ｱ ｸ ﾘﾙ ｼﾘ ｺ ﾝ樹脂ｴﾅﾒ ﾙ塗り

5.２液形ﾎﾟﾘｳ ﾚﾀ ﾝｴ ﾅ ﾒ ﾙ塗り

新規鋼製建具　　※Ｂ種

7.常温乾燥形ﾌｯ素樹脂

　ｴﾅﾒﾙ塗り

(7. 1 0. 2～7. 1 0. 4) (表7 .1 0. 1～表7 .1 0. 3)

　鉄面

　亜鉛めっき面

　コンクリート及び押出成形セメント板面

備　　考塗り替えの種別新規塗りの種別下地の種類

※Ａ種　　・Ｂ種

※Ａ種　　・Ｂ種

※Ａ種　　・Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

・Ａ種　　※Ｂ種

1.材料 屋内の壁及び天井の仕上げ材は、防火材料とする。

　　※規制対象外　　　・第三種

2.下地調整 (7. 2 .2～7. 2 . 7)（表7. 2. 1～表7 .2 . 7 )

下地面の種類

　木部

　鉄鋼面

　亜鉛めっき面

　亜鉛めっき面（鋼製建具）

　モルタル、プラスター面

　コンクリート、ＡＬＣパネル面

　せっこうボード、その他ボード面

既存モルタル下地面等のひび割れ部の補修 (表7 .2 . 4～表7.2. 6)

　※行わない　　・行う（補修範囲及び補修方法は図示）　　

塗
装
改
修
工
事

8.つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼ ｮﾝ

　ﾍﾟ ｲﾝ ﾄ塗り

(7 .1 1. 2 ) (表7 .1 1. 1)新規の塗りの種別　　・Ａ種　　※Ｂ種

9.合成樹脂ｴﾏ ﾙｼ ｮﾝ ﾍ ﾟ ｲﾝ ﾄ

　塗り

新規の塗りの種別　　・Ａ種　　※Ｂ種 (7 .1 2. 2 ) (表7 .1 2. 1)

10 .合成樹脂ｴ ﾏﾙ ｼｮ ﾝ模様

　 塗り

新規の塗りの種別　　・Ａ種　　※Ｂ種

塗替えの場合

　平滑な塗料塗り

　合成樹脂エマルション模様塗り

既存塗膜 下地調整 種　　別

※ＲＢ種

・ＲＣ種

・ＲＣ種

※ＲＢ種

※Ａ種

※Ｃ－３種

・Ａ種　　・Ｂ種

・Ｃ－１種　　・Ｃ－２種

(7 .1 4. 2 ) (表7 .1 4. 1)

ユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒド放散量の等級

(7. 9 .3 )(表7. 9. 2) (表7 .9 . 3 )

下地調整の種別

・RA種　　※RB種　　・RC種

・RA種　　※RB種　　・RC種

・RA種　　※RB種　　・RC種

・RA種　　※RB種　　・RC種

・RA種　　※RB種　　・RC種

(2 -U E)、(2 -A S E )及び(2- FU E)は除く・RA種　　※RB種　　・RC種

・RA種　　※RB種　　・RC種

備　　考

行う箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）6.防虫処理

5.防腐・防蟻処理

・保存処理木材を適用する箇所（　　　　　　　　　　　）

・

化粧単板の樹種品名・

※集成材

・構造用集成材

・造作用集成材

・化粧ばり造作用集成材

※１等　 ・２等

※１等 　・２等

※１等 　・２等

規格・品質

※たも・なら・しおじ

・

※標仕表12 .2 . 3による

・代用樹種を適用しない箇所（　　　　　　　　　　　　）

ホルムアルデヒド放散量の等級　　※規制対象外　　　・第三種

2.樹 種

4.接 着 剤

1.木材の品質

3.集成材等

芯材の種類

・

・

・

※２種

接着剤に含まれる可塑剤は、揮発性とする。

ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤を用い

た接着剤のホルムアルデヒド放散量の等級　　※規制対象外　　　・第三種

行う箇所（　　　　　　　　　　　　　　　）

防腐処理　　※行う（※標仕12 .2 .8 ( C )による　　・図示　　）　　・行わない　　　　

防蟻処理　　・行う（※図示　　　・　　　　）　　・行わない

防腐、防蟻処理の種類、品質

　表面処理用木材保存剤(防腐・防蟻剤)は監督職員の承諾するものとする。

　（クロルピリホスを含むものを添加しないこと）

※標仕12 .2 .1による　　　・信州木材認証製品又は同等品　　　・市販品

・　図示

木
　
他
　
工
事

３

４

５

６



日　付工事名称 図面名

縮　尺

Ｎｏ.
案内図

至　四賀

至　田沢

至　松本

工事場所

案内図

工事場所

令和３年度　湯多里山ノ神木橋床張替工事 ２



温泉管２００φ

ガス管１００φ

水道管１２０φ

温泉管２００φ

ガス管１００φ

水道管１２０φ

スタッドボルト（M16ｘ2 10）取替

高欄，支柱　既存のまま利用

９７００

３
２
０
０

＊床下配管には触れないこと

H－4 0 0* 20 0 * 8 * 1 3

H－4 0 0 * 20 0 * 8 * 1 3

　

　高欄，支柱　既存のまま利用

スタッドボルト（M16ｘ2 10）取替
　

　

スタッドボルト（M16ｘ2 10）取替

　　 　　

　

　

　

温泉管２００φ

ガス管１００φ

水道管１２０φ

　

　

高欄，支柱　既存のまま利用

　

　

　

H－4 0 0* 2 0 0 * 8 *1 3

高欄，支柱　既存のまま利用
スタッドボルト（M16ｘ210）取替

床版取替（１００ｘ１００　９７本）　ボルト止以外穿孔ステンレスビス止

床版取替（１００ｘ１００　９７本）　ボルト止以外穿孔ステンレスビス止

床版取替（１００ｘ１００　９７本）　ボルト止以外穿孔ステンレスビス止

床版取替（１００ｘ１００　９７本）　ボルト止以外穿孔ステンレスビス止

日　付工事名称 図面名

縮　尺

Ｎｏ.

令和３年度　湯多里山ノ神木橋床張替工事　設計業務委託
平面図　断面図

１：５０

平面図　S=１：５０

３０００

３２００

材料・仕上表

横　断面図　S=１：５０

縦　断面図　S=１：５０

床　版　材

床版押え

木材保護塗料

金物類

桧　ＫＤ特一　１０５ｘ１０５　　仕上１００ｘ１００

ボルト類：既存同等　その他：原則ステンレス製

屋外用，油性，浸透性，防腐　（ノンロット（三井化学））同等品　２回塗り

建物側

建物側 駐車場側

駐車場側

３

床版押え　１１５ｘ１１５　１６φボルト止（１７本）

床版押え　１１５ｘ１１５　１６φボルト止（１７本）

床版押え　１１５ｘ１１５　１６φボルト止（１７本）

１
１
５

１１５ １１５

床版押え　１１５ｘ１１５　１６φボルト止（１７本）

桧　ＫＤ特一　１２０ｘ１２０　仕上１１５ｘ１１５

錆止塗装 木材接触面，タッチアップ

＊床下配管には触れないこと
最大流量面



温泉管２００φ

ガス管１００φ

水道管１２０φ

９７００

H－4 0 0* 2 0 0 * 8 * 1 3

H－4 0 0 * 2 0 0 * 8 * 1 3

　

　

　

　

　

　

H－4 0 0* 2 0 0 *8 * 1 3

日　付工事名称 図面名

縮　尺

Ｎｏ.

令和３年度　湯多里山ノ神木橋床張替工事　設計業務委託
１：５０

３０００

３２００

単管手摺

単管手摺

足場板

足場板

下る

＊床下配管には触れないこと

工事中通行止バリケード

工事中通行止バリケード

単
　
管

単
　
管

吊り足場平面参考図　S=１：５０

作業用階段

ガ
ー
ド
レ
ー
ル

３
２
０
０温泉管２００φ

ガス管１００φ

水道管１２０φ

≒
５
０
０
０

＊橋鉄骨よりチェーン吊下げ足場架とする

　

　水道管１２０φ

ガス管１００φ

　温泉管２００φ

シート張

吊り足場横　断面参考図　S=１：５０

＊床下配管には触れないこと

横部　シート張

吊足場縦　断面参考図　S=１：５０

仮設計画図（参考図）

≒５０００

≒
１
０
０
０

作業用階段

駐車場側

駐車場側建物側

建物側

４

川　床

吊足場チェーン
下部安全ネット張

足場板敷 ９
６
０

≒
１
０
０
０

６
０
０

最大流量面 最大流量面

９
６
０

単管

単管
落下防止安全ネット張

吊りチェーン



Ｎ

工事名称 日　付 図面名

縮　尺

Ｎｏ.

令和3年度　湯多里山ノ神木橋床張替工事　 １：１０００

位置　平面図

970
0

河
川
保
全
区
域
界
線

河
川
保
全
区
域
界
線

河
川
区
域
界
線

河
川
区
域
界
線

位置　平面図

河
川
保
全
区
域
界
線

河
川
保
全
区
域
界
線

河
川
保
全
区
域
界
線

河
川
保
全
区
域
界
線

117
00

50
00

32
00

141 13

豊
科

41
1 4
号
線

未 1.9 0

2 1

0

3

G

湯多里山の神

6 1 0 . 4

6 6 8 . 8

6 1 0 . 4

6 2 8 . 9

6 1 6 . 1

6 8 5 . 9

6 1 8 . 3

豊
科

411 3号
線

141 13

豊科
4113号線

2

1.
5 0

５



970
0

117
00 50
00

32
00

工事名称 日　付 図面名

縮　尺

Ｎｏ.

令和３年度 湯多里山ノ神木橋床張替工事

Ａ

１

２

３

河川区域内の行為面積

許可済部分の面積　　　　２７．０　　㎡

９．３４　ｘ（４．６１+４．０）　＝

河川保全区域内の行為面積

５．２１　ｘ（１．５８＋１．３１）　　＝

５．２７　ｘ（２．２７＋１．６０）　　＝８０．４１７４

８０．４１７４　ｘ　１／２　　＝ ４０．２０８７

４０．２０　－　２７．０　　＝ １３．２０ ㎡

１５．０５６９

２０．３９４９

１５．０５６９＋２０．３９４９　＝　３５．４５１８

３５．４５　ｘ　１／２　＝　１７．７２５ ≒１７．７３ ㎡

三斜分丈図

１：５００

工事予定部分三斜分丈図 Ｓ＝１：５００

６

1 . 9 0

3

G

山 の 神

6 1 0 . 4

6 1 6 . 1

Ａ

未

5.
21

1 .31

1.58

4.619.
3 4

4 . 00 1.60

5.
27

2 .27

１

２

３

河
川
区
域
界
線

河
川
区
域
界
線

河
川
区
域
界
線

河
川
保
全
区
域
界
線

河
川
保
全
区
域
界
線

河
川
保
全
区
域
界
線

河
川
区
域
界
線

河
川
保
全
区
域
界
線


